
船舶事故調査報告書 

平成２９年１１月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年２月１６日 ０９時０３分ごろ 

発生場所 福岡県宗像
むなかた

市地
じ

ノ
の

島
しま

南東方沖 

 鐘崎
かねさき

港西防波堤灯台から真方位３０８°１,８００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５３.５′ 東経１３０°３０.７′） 

事故の概要  プレジャーボートシーグライトⅡ
ツー

は、西南西進中、浅所に乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 平成２９年３月１０日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート シーグライトⅡ、６.２トン 

 ２９１－４４０８０福岡、株式会社日向計画 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

同乗者、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 舵軸に曲損、船底外板に破口等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長及び同乗者が乗り組み、回航の目的で山口県周南
しゅうなん

市

から福岡県糸島
いとしま

市に向かっていた。 

本船は、関門海峡を通過後、同乗者が船長から操船を引き継ぎ、手

動操舵により約２８ノットの対地速力で西進した。 

同乗者は、船長から操船を引き継ぐ際、宗像市沖では大島に向かっ

て航行するように指示されたものの、地ノ島の南側も通過できるもの

と思い、地ノ島南端と宗像市鐘ノ岬の中央付近に向けた。 

本船は、西南西進中、地ノ島南端から南南東方に拡延する浅所に乗

り揚げた。 

本船の喫水は、船首約０.６ｍ、船尾約１.２ｍであった。 

本船は、付近を航行していた海上保安庁の船舶及び漁船が本事故に

気付いて来援し、宗像市地
じの

島
しま

漁港にえい
．．

航された。 

同乗者は、宗像市沖の海域を航行するのが初めてであり、２月１５

日に急遽
きょ

、船長から乗船の指示を受けたので、事前に糸島市まで回航

する予定の水路調査を行っておらず、地ノ島南端から南南東方に拡延

する浅所の存在を知らなかった。 

同乗者は、ＧＰＳプロッターを見ながら操船していた。 

ＧＰＳプロッターは、本事故時、広範囲のレンジとしていたので、

地ノ島南端から南南東方に拡延する浅所が表示されていなかった。 



分析  本船は、同乗者が、地ノ島南端から南南東方に拡延する浅所の存在

を知らなかったことから、地ノ島南端と鐘ノ岬の中央付近に向けて航

行し、同浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

 同乗者は、２月１５日に乗船の指示を受けたことから、事前に航行

予定海域の水路調査を行っておらず、地ノ島南端から南南東方に拡延

する浅所の存在を知らなかったものと考えられるが、船長から大島に

向かって航行するように指示されたものの、地ノ島南端と鐘ノ岬の中

央付近に向けて航行した状況については明らかにすることはできなか

った。 

原因  本事故は、同乗者が、地ノ島南端から南南東方に拡延する浅所の存

在を知らなかったため、地ノ島南端と鐘ノ岬の中央付近に向けて航行

し、本船が同浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・事前に航行予定海域の水路調査を行うこと。  


